
提

出

者

岩

國

哲

人

平
成
十
三
年
二
月
二
日
提
出

質

問

第

四

号

公
務
員
の
定
員
削
減
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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公
務
員
の
定
員
削
減
に
関
す
る
質
問
主
意
書

私
が
平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
日
に
提
出
し
た
「
公
務
員
の
定
員
削
減
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
し
、
「
十
年
間
で
二

十
五
％
の
削
減
を
実
現
す
る
た
め
努
力
す
る
」
と
政
府
は
答
弁
さ
れ
た
。
答
弁
書
に
よ
る
と
「
前
半
の
平
成
十
三
年
一
月
六
日

か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
五
・
一
三
％
の
削
減
を
達
成
す
べ
く
削
減
目
標
数
を
設
定
す
る
」
と
の
こ
と

で
あ
る
。
当
初
の
五
年
間
で
五
・
一
三
％
の
削
減
な
ら
、
単
純
に
計
算
し
て
も
後
半
の
五
年
間
で
、
十
九
・
八
七
％
に
相
当
す

る
公
務
員
を
削
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

前
半
の
五
年
間
で
五
・
一
三
％
、
後
半
の
五
年
間
で
十
九
・
八
七
％
の
削
減
と
い
う
計
画
は
、
後
半
が
前
半
の
四
倍
と
い

う
、
普
通
に
考
え
れ
ば
後
半
の
計
画
に
無
理
が
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
政
府
は
こ
の
「
新
た
な
府
省
の
編
成
以

降
の
定
員
管
理
に
つ
い
て
」
と
い
う
新
た
な
削
減
計
画
、
特
に
六
年
目
以
降
の
計
画
を
、
ど
う
い
う
理
由
か
ら
実
現
可
能
で

妥
当
な
計
画
と
考
え
て
い
る
の
か
。
具
体
的
根
拠
を
お
示
し
願
い
た
い
。

二

平
成
十
九
年
度
か
ら
の
定
員
削
減
方
法
に
関
し
て
は
、
「
新
た
な
府
省
の
編
成
以
降
の
定
員
管
理
に
つ
い
て
」
の
中
で
、

独
立
行
政
法
人
へ
の
移
行
、
郵
政
公
社
へ
の
移
行
、
新
規
増
員
の
抑
制
を
行
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
り
、

一



計
画
の
後
半
五
年
間
に
十
九
・
八
七
％
と
い
う
大
幅
な
削
減
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
こ
れ
が
実
現
可
能
と
考

え
る
根
拠
を
、
具
体
的
に
お
示
し
願
い
た
い
。
ま
た
年
度
別
に
何
人
削
減
す
る
予
定
な
の
か
を
具
体
的
に
数
字
を
示
し
て
お

答
え
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


